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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第89期

第１四半期
連結累計期間

第90期
第１四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (百万円) 76,865 79,349 306,984

経常利益 (百万円) 3,201 3,260 10,314

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(百万円) 2,659 2,886 5,580

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,221 4,810 11,713

純資産額 (百万円) 65,488 79,104 75,677

総資産額 (百万円) 282,118 310,528 299,265

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 19.25 20.90 40.40

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.7 23.7 23.6

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、中国および一部新興国の経済成長に減速や停滞が見られたものの、米

国や欧州では緩やかな景気拡大が維持され、全体的には緩やかな拡大基調が続きました。

一方、国内では本格的な個人消費の回復には至らぬものの、企業業績や雇用情勢の改善に加え、円安・株高等を

背景に緩やかな回復基調が続きました。

このような事業環境の中、当社グループは、平成27年４月１日、更なるグローバル成長を実現していくために、

持株会社体制へ移行しました。「品質力とグローバル力を軸に環境から企業価値を創造する」という経営方針のも

と、重点基本戦略である「環境技術を軸とした売上成長」、「体質改革による事業競争力強化」、「経営システム改革

による経営革新」に積極的に取り組んでまいりました。

その結果、売上高は79,349百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益1,820百万円（前年同期比40.4％減）、経常利

益3,260百万円（前年同期比1.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,886百万円（前年同期比8.5％増）とな

りました。

セグメントの業績は次のとおりです。

Ａ．自動車機器事業

自動車機器事業においては、アジア・北米における販売増に加え、自動車市場の拡大に減速感が見られる中国

においても、当社の強みである環境技術を活かした新規商権獲得等により、売上高は前年同期に比べ増収となり

ました。

利益については、将来に向けた環境技術開発投資を積極的に行う一方、部品の内製化やグローバル部品調達構

造改革によるコスト削減、生産性改善に加え、為替の影響もあり、前年同期に比べ増益となりました。

その結果、売上高は54,894百万円（前年同期比13.4％増）、営業利益は1,871百万円（前年同期比50.3％増）と

なりました。

Ｂ．流通システム事業

店舗システム事業においては、環境意識やライフスタイルの変化に対応した製品・システム・サービスのトー

タルな提案・提供を継続してまいりましたが、前期の需要拡大が一服したこともあり、売上高は前年同期に比べ、

減収となりました。

ベンディングシステム事業においては、国内市場で、当社独自のＣＯ2ヒートポンプ自販機を基軸に積極的な環

境製品の開発とコーヒーサーバー等の新規領域の拡大を図った結果、前年同期に比べ増収となりました。

利益については、コスト削減、生産性向上を中心とした体質改革への取り組みを継続・徹底しましたが、販売

減の影響を受け、前年同期に比べ減益となりました。

その結果、流通システム事業全体での売上高は21,878百万円（前年同期比14.8％減）、営業利益は701百万円

（前年同期比73.6％減）となりました。

Ｃ．その他

将来の成長に向けた重点基本戦略に基づき、自然系冷媒ＣＯ2を使用したヒートポンプ式給湯機（エコキュート）

の国内販売促進、および欧州や中国などグローバル展開を推進しております。加えて環境技術を活かした温水暖

房機等において、独自技術の開発を進めるため積極投資を継続し、新たな事業領域の拡大に取り組み、着実に歩

みを進めております。
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(2) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計年度末における総資産は、売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて11,262百万

円増加し、310,528百万円となりました。

負債については、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて7,836百万円増加し、231,424

百万円となりました。

純資産については、親会社株主に帰属する四半期純利益等により、前連結会計年度末に比べて3,426百万円増加

し、79,104百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

《会社の支配に関する基本方針》

Ａ．会社支配に関する基本方針の内容

当社は、株主・投資家の皆様、顧客、取引先、地域社会、従業員等の様々なステークホルダーとの相互関係に

基づき成り立っており、ステークホルダーとの相互関係が当社の企業価値の源泉の重要な構成要素となっており

ます。

従いまして、当社はステークホルダーとの信頼関係の構築・強化に努め、社会・環境・経済の全ての面におい

てバランスの取れた経営を行い、全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすと同時に、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

当社は上場会社であるため、当社に対して投資していただいている株主の皆様には、当社のかかる考えにご賛

同いただいた上で、その意思により当社の経営を当社経営陣に委ねていただいているものと理解しております。

かかる理解のもと、当社は、当社の財務及び事業の決定を支配する者の在り方についても、最終的には、株主の

皆様のご判断によるべきであると考えております。従いまして、当社株式の大量の買付行為がなされた場合にそ

れに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきであると考えます。

しかしながら、わが国資本市場における大規模な買付等の中には、株主及び投資家の皆様に対する必要十分な

情報開示や熟慮のための機会が与えられることなく、あるいは当社の取締役会が意見表明を行い、代替案を提案

するための情報や充分な時間が提供されずに、突如として株式の大量の買付行為が強行されるものも見受けられ

ます。

当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模な買付行為や買付提

案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると判断いたします。

Ｂ．会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社は、多数の投資家の皆様に中・長期的に当社への投資を継続していただくために、当社の企業価値及び株

主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、次の施策を実施しています。

(a) 経営戦略による企業価値向上への取組み

当社は、当社の重点基本戦略である「環境技術を軸とした売上成長」、「体質改革による事業競争力強化」及

び「経営システム改革による経営革新」の取組みの一環として、平成27年４月１日に持株会社体制へ移行しま

した。持株会社体制への移行は、グローバル経営機能の強化、事業競争力の強化、新商品開発力の強化及びグ

ループ経営効率の追求を目的とし、当該重点基本戦略の実現に向けた取組みを実施しております。具体的な取

組みの内容は、第89期有価証券報告書 第２．事業の状況 ３ 「対処すべき課題」に記載の通りです。

(b) コーポレート・ガバナンスの充実・強化による企業価値向上への取組み

昭和18年の創立以来、当社には創業の精神である「知を以て開き 和を以て豊に」が、企業文化として脈々と

受け継がれております。平成15年には、「国際社会の中で共感する普遍の価値観」及び「ステークホルダーに対

する基本姿勢」で構成される「企業理念」を制定しました。当社グループは、この「企業理念」をもとに、法

令等の遵守を基本として経営の効率性・透明性等の経営品質を向上させるという観点からコーポレート・ガバ

ナンスの強化に努め、国内外において、企業価値向上に向けた継続的な取組みを積極的に実施してまいります。
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Ｃ．不適切な支配の防止のための取組みの概要

当社は、平成26年６月20日開催の当社第88期定時株主総会において、上記会社支配に関する基本方針に照らし

て不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして導入した、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下

「本プラン」といいます。)の継続について、株主の皆様にご承認いただいております。

(a) 本プランの目的

本プランは、当社株式に対する大規模な買付行為や買付提案が行われた際に、株主共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすような買収を防止すること、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収を防止す

ること及び株主が当該提案を判断することが困難な場合に買収者に情報を提供させたり、あるいは、当社取締

役会が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらしたりするため、必要な情報と検討時間及び交渉力を

確保すること等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを

目的としております。

(b) 本プランの概要

本プランは、当社が発行者である株券等につき株券等保有割合が20％以上となる買付その他の取得、株券等

所有割合が20％以上となる公開買付け等を適用対象とし、これらに該当する買付等を行おうとする者が現れた

場合に買付者等に事前の情報提供を求めること、所定の発動事由に該当する買付等である場合には買付者等の

有する当社の議決権割合の希釈化を目的として新株予約権の無償割当てを実施する場合があることなど、本プ

ランの目的を実現するための必要な手続等を定めております。

本プランに従い、新株予約権の無償割当てが実施されないことが決定された場合には、当該決定時以降、買

付者等は当社株式の大量買付等を行うことができます。この場合、株主の皆様において買収提案に応じるか否

かをご判断いただくことになります。

一方、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく当社株式等の大量買付を行う場合や、当該買付

等が本プランに定める発動の要件を充たし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をも

たらすおそれがあることが合理的根拠に基づき明らかであると判断されるような例外的な場合には、当社は、

買付者等による権利行使は原則認められない等の行使条件及び当社が買付者等以外から当社株式と引換えに新

株予約権を取得できる等の取得条項が付された新株予約権を、その時点における当社を除く全ての株主に対し

て、新株予約権無償割当ての方法で割り当てます。

本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の

株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50％まで希釈化され

る可能性があります。

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施又は取得等の判断については、当

社取締役会が最終的な判断を行いますが、当社取締役会の恣意性を排除し、その判断の客観性・合理性を担保

するため、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その公正で中立的な立場からの判断を経

るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主意思確認のた

め株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。

当社は、こうした手続の過程について、適宜株主の皆様に対して情報の公表又は開示を行い、その透明性を

確保することとしております。

(c) 有効期間

本プランの有効期間は、平成26年６月20日開催の当社第88期定時株主総会終結後３年以内に終結する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。ただし、有効期間の満了前であって

も、当社株主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該

決議に従い廃止されるものとします。

なお、当第１四半期会計期間末日現在における独立委員会の委員は以下のとおりです。

尾﨑英外(当社社外取締役) 法木秀雄(当社社外取締役) 土金琢治(当社社外監査役)

　 杉田義明(当社社外監査役) 江前公秀(当社社外監査役)
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Ｄ．不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断の概要

当社取締役会は、本プランが、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」

の要件を完全に充足していること及び経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した

「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっていること、株主共同の利益

の確保・向上の目的をもって導入されていること、株主総会での承認により発効しており、株主意思を重視する

ものであること、独立性の高い社外者のみで構成される独立委員会の判断を重視し、独立委員会は必要に応じて

独立した第三者専門家の意見が取得できること、発動につき合理的な客観的要件を設定していること、デッドハ

ンド型買収防衛策及びスローハンド型買収防衛策ではないこと等の理由から、本プランが会社支配に関する基本

方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を

目的とするものではないと判断しております。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,551百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 396,000,000

計 396,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 140,331,565 140,331,565
東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式であり、単元株式数は
1,000株であります。

計 140,331,565 140,331,565 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年４月１日～
平成27年６月30日

― 140,331,565 ― 11,037 ― 4,453

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成27年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

(平成27年６月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,344,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 137,296,000 137,296 ―

単元未満株式 普通株式 691,565 ― ―

発行済株式総数 140,331,565 ― ―

総株主の議決権 ― 137,296 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数２個)含ま

れております。

② 【自己株式等】

(平成27年６月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

サンデン株式会社 群馬県伊勢崎市寿町20番地 1,628,000 ― 1,628,000 1.16

(相互保有株式)

三和コーテックス株式会社
群馬県伊勢崎市波志江町
4138－１

200,000 ― 200,000 0.14

株式会社三和
群馬県前橋市二之宮町
575番地１

516,000 ― 516,000 0.37

計 ― 2,344,000 ― 2,344,000 1.67

(注) 当社は、平成27年４月１日付けで商号を「サンデン株式会社」から「サンデンホールディングス株式会社」へ

変更しております。

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,597 18,454

受取手形及び売掛金 87,351 97,468

商品及び製品 23,304 23,509

仕掛品 6,978 8,471

原材料 13,894 12,515

その他のたな卸資産 3,241 3,547

繰延税金資産 2,735 2,703

未収入金 5,237 5,811

未収消費税等 3,543 3,900

その他 8,806 8,234

貸倒引当金 △1,941 △2,030

流動資産合計 173,749 182,587

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 24,432 24,245

機械装置及び運搬具（純額） 30,190 30,975

工具、器具及び備品（純額） 5,983 5,805

土地 19,246 19,290

リース資産（純額） 5,872 5,973

建設仮勘定 5,123 4,341

有形固定資産合計 90,849 90,632

無形固定資産

のれん 591 547

リース資産 115 129

その他 4,116 4,275

無形固定資産合計 4,823 4,951

投資その他の資産

投資有価証券 25,760 28,106

退職給付に係る資産 62 62

繰延税金資産 2,191 2,313

その他 2,038 2,084

貸倒引当金 △209 △209

投資その他の資産合計 29,842 32,357

固定資産合計 125,516 127,941

資産合計 299,265 310,528
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 58,027 60,616

短期借入金 47,937 50,247

1年内返済予定の長期借入金 10,754 10,709

未払金 11,325 11,453

リース債務 1,325 2,199

未払法人税等 828 1,021

賞与引当金 4,509 5,637

売上割戻引当金 1,267 2,489

製品保証引当金 2,142 2,148

その他 7,805 9,112

流動負債合計 145,923 155,635

固定負債

長期借入金 ※1 62,962 ※1 62,876

リース債務 4,755 3,983

繰延税金負債 2,017 2,236

退職給付に係る負債 3,657 3,540

役員退職慰労引当金 179 179

環境費用引当金 505 489

その他 3,586 2,482

固定負債合計 77,663 75,788

負債合計 223,587 231,424

純資産の部

株主資本

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 4,453 4,453

利益剰余金 48,438 49,942

自己株式 △1,190 △1,192

株主資本合計 62,739 64,242

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,625 5,293

繰延ヘッジ損益 △102 △98

為替換算調整勘定 4,934 5,813

退職給付に係る調整累計額 △1,642 △1,434

その他の包括利益累計額合計 7,814 9,573

非支配株主持分 5,123 5,288

純資産合計 75,677 79,104

負債純資産合計 299,265 310,528
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 76,865 79,349

売上原価 61,599 65,064

売上総利益 15,265 14,284

販売費及び一般管理費 12,212 12,464

営業利益 3,053 1,820

営業外収益

受取利息 8 14

受取配当金 76 89

為替差益 - 323

持分法による投資利益 951 1,542

その他 236 214

営業外収益合計 1,272 2,183

営業外費用

支払利息 705 657

為替差損 161 -

その他 257 86

営業外費用合計 1,124 743

経常利益 3,201 3,260

特別利益

固定資産売却益 4 278

投資有価証券売却益 7 -

その他 0 51

特別利益合計 12 330

特別損失

固定資産処分損 16 136

投資有価証券評価損 16 -

特別損失合計 32 136

税金等調整前四半期純利益 3,181 3,454

法人税等合計 476 430

四半期純利益 2,705 3,023

非支配株主に帰属する四半期純利益 45 136

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,659 2,886
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 2,705 3,023

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 435 676

繰延ヘッジ損益 △43 4

為替換算調整勘定 △1,159 904

退職給付に係る調整額 30 208

持分法適用会社に対する持分相当額 △745 △6

その他の包括利益合計 △1,484 1,786

四半期包括利益 1,221 4,810

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,365 4,646

非支配株主に係る四半期包括利益 △144 164
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【注記事項】

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」と

いう。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計

基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下

「事業分離等会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の

子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した

連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後

実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の

属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純

利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変

更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び

連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及

び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期

首時点から将来にわたって適用しております。

これによる連結財務諸表への影響はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、「中間財務

諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項(法定実効税率を使用する方法)に

準じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等合計に含めて表示しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

１．偶発債務

連結会社以外の会社で金融機関からの借入金に対して下記のとおりの債務保証を行っております。

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

沈阳三電汽車
空調有限公司

(11,865千人民元)
229百万円

(11,865千人民元)
234百万円

SANPAK
ENGINEERING
INDUSTRIES(PVT.)LTD.

(724,880千パキスタンルピー)
862百万円

(632,075千パキスタンルピー)
764百万円

計 1,092百万円 998百万円

２．受取手形割引高

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

受取手形割引高 ―百万円 12百万円
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３．財務制限条項を付している債務

※１

前連結会計年度(平成27年３月31日)

当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりであります。

平成23年９月16日契約(長期借入金のうち10,000百万円)

(本契約における財務制限条項)

①各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額(但し、為替換算調

整勘定については控除する)を直前の決算期(第２四半期を含む)比70％以上かつ39,500百万円以上に維持するこ

と。

②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、平成24年３月期以降の決算期につき３期連

続して損失とならないようにすること。

平成27年３月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。

当第１四半期連結会計期間(平成27年６月30日)

当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりであります。

平成23年９月16日契約(長期借入金のうち10,000百万円)

(本契約における財務制限条項)

①各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額(但し、為替換算調

整勘定については控除する)を直前の決算期(第２四半期を含む)比70％以上かつ39,500百万円以上に維持するこ

と。

②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、平成24年３月期以降の決算期につき３期連

続して損失とならないようにすること。

平成27年６月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 2,731百万円 3,113百万円

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式 1,387 利益剰余金 10.0 平成26年３月31日 平成26年６月23日

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月19日
定時株主総会

普通株式 1,387 利益剰余金 10.0 平成27年３月31日 平成27年６月22日
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(セグメント情報等)

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車機器
事業

流通システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 48,421 25,678 74,100 2,764 76,865 ― 76,865

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 48,421 25,678 74,100 2,764 76,865 ― 76,865

セグメント利益
又は損失(△)

1,245 2,656 3,902 △848 3,053 ― 3,053

(注) １．「その他」の区分は、車両販売事業、住環境システム事業、電子事業等を含んでおります。
２．セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車機器
事業

流通システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 54,894 21,878 76,772 2,576 79,349 ― 79,349

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 54,894 21,878 76,772 2,576 79,349 ― 79,349

セグメント利益
又は損失(△)

1,871 701 2,573 △752 1,820 ― 1,820

(注) １．「その他」の区分は、車両販売事業、住環境システム事業、電子事業等を含んでおります。
２．セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

　共通支配下の取引等

１．取引の概要

（１）対象となった事業の名称及びその事業の内容

吸収分割承継会社 事業の名称・内容

サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社 自動車空調システム事業

サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 自動車空調用コンプレッサー事業

サンデン・リテールシステム株式会社 流通システム事業

サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社 住環境システム事業

サンデン・エンバイロメントプロダクツ株式会社 自然系冷媒コンプレッサー事業

サンデン・アドバンストテクノロジー株式会社 上記各事業に関する技術開発

サンデン・ビジネスエキスパート株式会社
当社グループの総務、経理、人事、物流等
に係る専門機能

（２）企業結合日

平成27年４月１日

（３）企業結合の法的形式

当社を分割会社とし、当社の100%子会社であるサンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社、

サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社、サンデン・リテールシステム株式会社、サンデン・リ

ビングエンバイロメントシステム株式会社、サンデン・エンバイロメントプロダクツ株式会社、サンデン・ア

ドバンストテクノロジ―株式会社、サンデン・ビジネスエキスパート株式会社を承継会社とする会社分割（吸

収分割）

（４）その他取引の概要に関する事項

当社グループの持株会社体制への移行は、当社グループのグローバル経営機能の強化、事業競争力の強化、

新商品開発力の強化及びグループ経営効率の追求を目的としております。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 19円25銭 20円90銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 2,659 2,886

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
純利益金額(百万円)

2,659 2,886

普通株式の期中平均株式数(株) 138,142,772 138,121,615

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

(重要な後発事象)

　第三者割当による自己株式の処分について

当社は、平成27年８月７日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を次のとおり決議いた

しました。

（１）処分の期日 平成27年８月28日

（２）処分する株式の種類 普通株式

（３）処分する株式の数 839,000株

（４）処分価額 １株につき572円

（５）処分価額の総額 479百万円

（６）処分の方法 第三者割当による処分

（７）処分先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬ＢＩＰ信託口）

（８）資金の使途 運転資金等として充当する予定

（９）処分理由 平成27年６月19日開催の当社第89期定時株主総会において承認された業績連動

型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入するために処分するものであり

ます。なお、本制度は、取締役ならびに当社と委任契約を締結している執行役員

および参与（海外居住者、社外取締役および非常勤取締役を除く。）を対象に、当

社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と

しております。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成27年８月11日

サンデンホールディングス株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐 々 木 雅 広 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鹿 島 高 弘 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンデンホール

ディングス株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年

４月１日から平成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンデンホールディングス株式会社及び連結子会社の平成27年６

月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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